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新島の形成が沿岸国の領域権原及び海洋限界画定に与える影響

長岡 さくら（海洋政策研究財団 研究員）

キーワード：島、領域権原、大陸棚限界委員会

はじめに

 現在、「地球上に『無主地』は事実上存在しない 1」

と考えられている。なぜならば、科学技術の発達し

た現代においては、既に衛星写真等によって地球上

に存在する全ての陸地は発見されており、いずれか

の国家の領土となっていると考えられるからである。

また、地球上に海底火山の爆発や河川への土砂の堆

積等によって新たな陸地が出現した場合も同様に、

そのような新たな陸地の存在のニュースは直に世界

を駆け巡る。昨（2013）年末、日本を始めとして世

界中を駆け巡ったニュース、即ち、小笠原諸島（東

京都）の西之島付近に海底火山の爆発によって陸地

が隆起し新島が形成された時も同様であった。以下、

当該新島の形成と西之島への接続について時系列で

概要を示す（表１参照）とともに、西之島の形状変

化について示す（図１参照）。

表１ 西之島拡大の経緯

年 月 日 概  要

2013.11.20 16時17分頃、海上保安庁所属航空機が、西之

島の南南東約500m付近の海上に直径200m程

度の新島が出現し、噴煙を上げ、噴火活動が

継続している様子を視認。

2013.11.21 海上保安庁所属航空機が、西之島の南東約

500mの海上に長さ約200m、幅約100mの新島

が形成され、固形物を含む噴煙が噴出してい

る様子を視認。なお、同庁による分析の結果、

新島の位置は、1972 年の西之島新島を作った

噴火開始の際の位置と一致することが判明。

2013.11.22 海上保安庁所属航空機が、新島において二つ

の火口を確認。

2013.11.26 海上保安庁所属航空機が、新島で、二ヶ所の

火口から東側及び南側に溶岩が流下し、東側

へ流下している溶岩が長さ 50m に達している

ことを確認。なお、新島の火口では、なおも

噴火が継続中であることも併せて確認。

2013.12.01 海上保安庁所属航空機が、新島で、火口から

噴火が継続中であることを確認するととも

に、新島の山腹から流出する溶岩が南東に向

けて流下していることを確認。同日現在、新

島の面積は0.04㎢弱。

2013.12.04 海上保安庁所属航空機が撮影した画像を分析

した結果、同日現在、新島の面積は約 0.56 ㎢

弱。また、新島の東方向、南東方向及び南西

方向に流下する溶岩流を確認。なお、新島の

形状は、東西約300m、南北約260m。

2013.12.13 海上保安庁所属航空機が撮影した画像を分析

した結果、新島の南西方向及び西南西方向に

流下する溶岩流に加え、新たに北西方向に流

下する溶岩流を確認。なお、同日現在、新島

の形状は、東西約 400m、南北 300m、面積約

0.08㎢。

2013.12.24 海上保安庁所属航空機が、新島の溶岩流が西

之島方向に大きく広がり、西之島近傍約 10m
まで達していることを確認。また、新たな火

口が出来ていることも確認。なお、同日現在、

新島の形状は、東西約 450m、南北約 500m、

面積約0.15㎢。

2013.12.26 海上保安庁所属航空機が、新島の溶岩流が西

之島南岸に達し、新島と西之島が二ヶ所で接

続し、両島が一体となっていることを確認。

また、火口からの噴火がまだ継続しているこ

とも併せて確認。

2014.01.20 同日現在、新たに形成された陸地の形状は、

東西約750m、南北約600m、面積約0.4㎢。

2014.02.03 海上保安庁所属航空機が、西之島の 2 ヶ所の

火口には赤熱した溶岩が見えており、活発な

噴火活動が継続していることを確認。また、

流出した溶岩により新たに形成された陸地が

更に拡大。なお、同日現在、新たに形成され

た陸地の形状は、東西約850m、南北約700m、

面積約0.4㎢。

2014.02.11 海上保安庁所属航空機が、西之島の 2 ヶ所の

火口に赤熱した溶岩が見えており、活発な噴

火活動が継続していることを確認。とりわけ、

2013年12月中旬以降停止していた南側火口の

東側からの溶岩流出が再び行われていること

を確認。なお、同日現在、新たに形成された

陸地の形状は、東西約 900m、南北約 750m、

面積約0.45㎢。

2014.03.24 海上保安庁所属航空機が、西之島の北側火口

の西側に新たな火口が形成されていることを

確認するとともに、これまでに主として活動

していた南側火口及び北側火口からは噴煙が

盛んに噴出していることを確認。なお、同日

現在、新たに形成された陸地の形状は、東西

約1,150m、南北約850m、面積約0.7㎢。

2014.04.15 海上保安庁所属航空機が、西之島の北側火口

が拡大し間欠的に噴煙を噴出していること並
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びに南側火口が爆発を伴う噴煙及び溶岩片を

噴出していることを確認。同年3月24日に観

測された北口火口西側の火口は確認できず。

なお、同日現在、新たに形成された陸地の形

状は、東西約 1,150m、南北約 950m、面積約

0.75㎢。

2014.05.21 海上保安庁所属航空機が、西之島の北側火口

から大量に噴煙が噴出していること並びに北

側火口と南側火口の間に新たな火口が出現し

噴煙及び溶岩片を噴出していることを確認。

なお、同日現在、新たに形成された陸地の形

状は、東西約1,300m、南北約1,050m、面積約

0.86㎢。

2014.06.13 海上保安庁所属航空機が、西之島の 4 ヶ所の

火口（南側火口、北側火口、北側火口と南側

火口の間の火口、北側火口の東側火口）の存

在を確認するとともに、南側火口以外の火口

から噴煙及び溶岩片が噴出していることを確

認。なお、同日は天候条件が悪かったため、

全体の形状等のデータは取得されていない。

2014.07.23 海上保安庁所属航空機が、西之島の 4 ヶ所の

火口（南側火口、北側火口、北側火口と南側

火口の間の火口、北側火口の北東海岸近くの

新たな火口（北東火口））の存在を確認すると

ともに、南側火口以外の火口から噴煙が噴出

していることを確認。なお、同日現在、新た

に形成された陸地の形状は、東西約 1,550m、

南北約1,050m、面積約1.08㎢。

注：海上保安庁海洋情報部プレスリリース

（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/jhd.html）を基に著

者作成

図１ 西之島の形状変化

出典：海上保安庁「『西之島』の変化 平成 25 年 11
月20日〜平成26年7月23日」（2014年7月23日）

（http://www1.kaiho.mlit.go.jp/GIJUTSUKOKUSAI/kai
ikiDB/2013nishinoshima/nishinoshima_coastlines140723
.png）

 さて、国際法上、この新島は、いずれの国家の領

域となるのであろうか。また、このように新島が形

成された場合、国際法上、どのような点に影響が生

じるであろうか。この点、第一に、新島はどの国家

の領域であるかという問題が生じる。第二に、これ

に付随して、当該国家が行使しうる海洋管轄権の限

界画定の問題が生じる。以下では、まず、「島」の国

際法上の地位について概観した後、新島が形成され

た場合、国際法理論上、当該島がどの国家の領域と

なるかという点について考察する（第一章）。次に、

新島の帰属に伴い、帰属国家が行使しうる海洋管轄

権の範囲・限界にどのような影響が生じるのかとい

う点について考察する（第二章）。

一 新島の形成と領域権原

 さて、地球上に海底火山の隆起等によって新たに

陸地が出現した場合、当該陸地は、国際法上どのよ

うな地位を与えられ、また、どの国家の領域となる

のかという問題が生じる。

 まず、海洋法に関する国際連合条約（以下、国連

海洋法条約とする。）は、出現した陸地の地位につい

て以下のように規定する。

「第121条（島の制度）

 １ 島とは、自然に形成された陸地であって、水に

囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをい

う。」

 従って、①陸地が自然に形成されている、②形成

された陸地が水で囲まれている、③形成された陸地

の一部が常に水面上にある、という三条件を満たす

場合、当該陸地は「島」としての地位を与えられ、

当該「島」の周囲には、領海、接続水域、排他的経

済水域及び大陸棚を設定することが可能となる（国

連海洋法条約第121条2項）。

 次に、このようにして形成された島は、国際法理

論上、どの国家の領域となるのであろうか。理論上、

当該島は、いずれの国家にも属さない「無主地」で

あるか、いずれかの国家に属する「領域」となる二
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者択一でしかない。この点、国際法に関する著作に

おいては、当該島がどのような海域に形成されたの

かによってその地位を区別している。国際法では、

海水面を内水、領海、接続水域、排他的経済水域及

び公海に分類している（図２参照）。以下、この分類

に従い、これらの海域別に新島が形成された場合の

領域国について考察することとする。

図２ 国連海洋法条約における海域分類

出典：外務省「わかる！国際情勢 Vol.61 海の法秩

序と国際海洋法裁判所」（2010 年 7 月 23 日）

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vo
l61/index.html#mm05）

 まず、内水に新島が形成された場合である。慣習

国際法上、領海基線の陸地側の水域である内水は、

通常、領土と同様、沿岸国の完全な領域主権が及ぶ

とされている。即ち、内水においては、全ての人や

物は、その国籍を問わず、沿岸国の属地的管轄権の

下にあると言われる 2

 但し、この場合、二つの例外が考えられうる。第

一に、直線基線の採用によって、従来内水でなかっ

た海域を内水とした時である。第二に、沿岸国によ

る群島基線の採用によって、群島水域制度が用いら

れる時である。

。従って、原則として、沿岸

国の完全な支配下にある内水に新島が出現した場合、

当該島は沿岸国の領土となると考えられる。

 第一に、沿岸国が新たな直線基線を採用した場合、

領海条約（1958年）は次のように規定する。

「第5条（基線内の水域）

 ２ 第四条の規定に従って設定した直線基線が従

来領海又は公海の一部とみなされてきた区域を

内水として取り囲むこととなる場合には、第十四

条から第二十三条までに定める無害通航権は、こ

れらの水域において存続する。」

また、国連海洋法条約も次のように規定する。

「第8条（内水）

 ２ 前条に定める方法に従って定めた直線基線が

それ以前には内水とされていなかった水域を内

水として取り込むこととなる場合には、この条約

に定める無害通航権は、これらの水域において存

続する。」

即ち、以前は内水でなかった海域を沿岸国が内水と

した場合には、領海にて通航国が有する無害通航権

が当該海域にも適用されることとなる。これは、当

該海域の法的地位は、領海の法的地位に類似してい

るということを意味する。従って、このような海域

に新島が形成された場合の領域国は、領海に新島が

形成された場合と同様となると考えられる。

 第二に、沿岸国が群島基線を採用した場合、群島

水域制度を新設した国連海洋法条約は次のように規

定する。

「第52条（無害通航権）

 １ すべての国の船舶は、第五十条の規定の適用を

妨げることなく、第二部第三節の規定により群島

水域において無害通航権を有する。ただし、次条

の規定に従うものとする。」

即ち、この場合も、上述の、内水でなかった海域を

沿岸国が内水とした場合と同様、領海にて通航国が

有する無害通航権が当該海域にも適用されることと

なる。従って、このような海域に新島が形成された

場合の領域国も、領海に新島が形成された場合と同

様となると考えられる。

 次に、領海に新島が形成された場合である。この

場合、国際法における著述では見解が分かれている。

 例えば、国際法の伝統的な教科書の一つである

Oppenheim’s International Law, 9th ed.では、「国家の領

海内に新島が出現した場合、新島は当該国家の領域

に添付される」とする 3。即ち、領域権原の方式の

一つである「添付」のうち、「自然的添付」によって

沿岸国の領域となるとの考え方である。なお、この

見解をとったと思われる国家実行として、1986年1
月の硫黄島付近の海底火山の爆発によって新島が出

現した際の英国政府の見解を挙げることができる4

 一方、国際法理論上、当該島は無主地であり、「先

占」によって当該島を獲得した国家の領土であると

することも可能であると考えられる。なぜならば、

領海は領土の従物であり、領土なく領海だけが独立

して存在することはあり得ない。とすれば、新島の

。
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帰属の根拠を領土ではなく領海に置く上述の見解に

は疑念が生じうる。

 さらに、接続水域に新島が形成された場合である。

接続水域とは、沿岸国の通関、財政、出入国管理又

は衛生分野における沿岸国の法令違反の防止及び取

締のみに用いることができる特別な海域である。従

って、これ以外の分野については、排他的経済水域

及び公海に適用される法規則が適用されることとな

る。即ち、接続水域に新島が形成された場合も、そ

の領域国は、排他的経済水域あるいは公海に新島が

形成された場合と同様の帰属となると考えられる。

 また、排他的経済水域に新島が形成された場合で

ある。排他的経済水域制度は、国連海洋法条約にお

いて新設された、沿岸国の天然資源の探査開発等の

ための主権的権利を認める特別な制度である。従っ

て、船舶の通航に関しては、公海制度が適用される

こととなる。このように、排他的経済水域の制度が

条約上の特別な制度であるため、排他的経済水域の

元来の性質をそれ自体「独自な制度」として考える

か、原則として「公海の一部」であり、資源管理等

の分野においてのみ特別な制度であると考えるかに

よって、新島の帰属国に関する見解も分かれている。

 前者の見解をとるものは、新島が当該排他的経済

水域の沿岸国に帰属するとする。そして、その根拠

を、国連海洋法条約第60条にて沿岸国が排他的経済

水域内の人工島や構造物の建設、運用管理等に関す

る排他的管轄権を有していることに置く 5。一方、

後者の見解をとるものは、新島の帰属国は、公海に

新島が形成された場合と同様であるとする 6

 最後に、公海に新島が形成された場合である。こ

の場合は、理論上、見解の不一致がない。即ち、い

ずれの国の領域でもない公海に新島が形成された場

合、その新島は無主地であり、当該島を「先占」し

た国家に帰属するとされている

。

7。

二 新島の形成と大陸棚延長申請

 では、このようにして新島の帰属国が決定した場

合、これに伴い、帰属国家が行使しうる海洋管轄権

の範囲・限界にどのような影響が生じるであろうか。

この点、大別して二つの点に影響を及ぼすと考えら

れる。第一に、領土の増加に伴って沿岸国が管轄権

を行使することの可能な海域にずれが生じるという

点である。第二に、第一の点が200海里以遠の大陸

棚限界延長手続に及ぼす点である。

 第一に、通常、沿岸国の領土が増加した場合、こ

れに伴い、国連海洋法条約上、沿岸国が管轄権を有

することが定められた海域の幅を決定する基線の位

置がずれることとなるため、原則として、基線の変

更に伴い、僅か数メートルの範囲であるかもしれな

いが、沿岸国の領海、接続水域、排他的経済水域及

び200海里までの大陸棚の範囲に変更が生じる。

 但し、この場合、例外が存在する。即ち、当該沿

岸国に向かい合っているか又は隣接している海岸を

有する国家が存在し、潜在的に両国が管轄権を行使

しうる範囲が重なり合う場合である。この場合、そ

れぞれの国家が管轄権を有する海域を決定するため

には、二国間で境界画定条約を締結する必要がある。

この場合、新島の出現以前には潜在的に両国が管轄

権を行使しうる範囲が重なり合っていなかった場合

には、新たに境界画定条約を締結する必要                                                                                                     

が生じる。また、新島の出現以前から両国が管轄権

を行使しうる範囲が重なり合っていた場合、且つ、

既に境界画定条約が締結されていた場合はどのよう

になるであろうか。この点、条約法条約は、条約の

締結時に存在していた事情について生じた根本的変

化について、条約の内容が境界画定である場合には、

これを根拠として条約の終了又は脱退を援用するこ

とができない旨定めている（第 62 条 2 項（a））。従

って、この場合には、新島の出現があったとしても、

他方当事国が同意しない限り、既存の境界画定条約

の変更はできないものと考えられる。

 第二に、新島の出現による領土の増加が 200海里

以遠の大陸棚限界延長手続に及ぼす影響である。領

土の増加に伴い、基線の位置が移動するため、原則

として大陸棚の限界もこれに伴い移動することとな

る。しかし、大陸棚限界については、国連海洋法条

約上、200 海里までの大陸棚と 200 海里以遠の大陸

棚とで手続が区別されている。200 海里までの大陸

棚については上述の通りであるが、200 海里以遠の

大陸棚限界延長は沿岸国が一方的に設定できるもの

ではない。国連海洋法条約第76条8項及び国連海洋

法条約附属書IIの規定に従い、大陸棚限界委員会へ

の延長申請及び同委員会からの勧告にて限界延長が

認められた場合にのみ、沿岸国は、200 海里以遠の

大陸棚限界延長を行うことができる 8

 この場合、原則として、大陸棚限界延長手続は、

自国に対する国連海洋法条約発効から 10 年以内に

完了しなければならないと定められている。従って、

新島の出現が自国に対する国連海洋法条約発効から

。

― 66 ―



10 年以内であった場合には手続上の問題は生じな

い。しかし、新島の出現が自国に対する国連海洋法

条約発効から 10 年を超えていた場合には手続上の

問題が生じることとなる。なぜならば、国連海洋法

条約及び関連規定は、「いかなる場合にも」自国に対

する国連海洋法条約発効から 10 年以内に行わなけ

ればならないとしており、10年を超えて申請を行う

ための規定が設けられていないからである。また、

現在、国連海洋法条約の締約国は既に 160ヶ国を超

えているが、このうち、未だ大陸棚延長申請期限を

迎えていない国家はわずか20ヶ国強しかない。即ち、

今後、地球上に新島が出現した場合には、理論上は、

自国が管轄権を行使することができる大陸棚を拡大

可能性が存在するにもかかわらず、条約上の規定の

不存在によって、潜在的に沿岸国が管轄権を有する

大陸棚の拡大が不可能な事態が継続する場合もあり

うると言えよう。

おわりに

 さて、本稿にて考察した点を 2013 年 11 月に出現

した西之島付近の新島の事例に当てはめた場合、当

該新島はいずれの国家の領土となるのであろうか。

西之島の位置関係については以下の通りである（図

３参照）。

図３ 大陸棚限界委員会によって大陸棚延長が認め

られた範囲及び西之島位置関係図

出典：第６回総合海洋政策本部参与会議（2012年5
月24日）、報告事項３「我が国大陸棚延長に関する

大陸棚限界委員会の勧告について」（http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/dai6/houkoku3.pdf）を

基に、西之島の位置について筆者加筆

 今回、2013 年 11 月に西之島付近に出現した新島

は、西之島の南南東約 500mの海域に形成されたも

のであった。即ち、西之島を基点とする我が国の領

海内に出現した新島であった。上述の通り、国際法

理論上、沿岸国の領海に出現した新島の帰属国は見

解の分かれるところである。しかし、日本政府は、

当該新島の帰属について以下の見解を示している。

2013 年 11 月 16 日付の新聞報道によれば、「内閣官

房総合海洋政策本部によると、明らかに日本の主権

の及ぶ島」としている 9

 その後、2013 年 12 月下旬、西之島と新島は一体

化した。このため、新島は西之島の一部となり我が

国の領土の一部となったと考えられる。海上保安庁

の観測によると、現在も噴火活動は継続中であり、

陸地は現在もなお拡大中である。今後、噴火活動の

沈静後も海食等によって島が消滅しない限り、我が

国の領海、接続水域及び排他的経済水域は拡大する

可能性が生ずる。しかし、出現した新島は、既存の

大陸棚及び既に大陸棚限界委員会によって勧告され

た延長大陸棚の限界に影響を及ぼすものではないた

め、大陸棚の範囲に変更はないと考えられる。これ

に関し、2014 年 1 月 24 日の新聞報道によると、海

上保安庁は「西之島は東西と南の方向に面積を広げ

た。東と南には小笠原の島々があるが、西には島が

ないため、ＥＥＺの外縁がわずかに西側へ広がる見

通し。」との見解を示している

。

10

 国連海洋法条約上、通常基線を採用している場合、

海図又は地理学的経緯度の表の写しを国連事務総長

宛に寄託する義務は存在しない。しかし、同条約上、

排他的経済水域の外側の限界線を表示した海図又は

地理学的経緯度の表の写しを国連事務総長宛に寄託

することとされている（第75条）。この点、西之島

の基線に関し、我が国は低潮線（通常基線）を基線

として採用している

。

11。従って、今後、我が国が拡

大した西之島について排他的経済水域の外側の限界

線を変更する場合には、国際法上、新たな海図及び

地理学的経緯度の表の写しを国連事務総長宛に寄託

することが必要となる。なお、本（2014）年3月27
日、参議院国土交通委員会において、政府参考人と

して出席した佐藤雄二海上保安庁長官は、室井邦彦

委員からの質問に対し、新たな海図を作成するため

の測量について、火山活動が鎮静化した段階で安全

性の確認を行った上で測量を実施し、海図に記載す

る旨答弁を行っている 12。
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 では、今後、噴火活動の沈静後、海食等によって

島の面積が減少あるいは島自体が消滅した場合、沿

岸国たる我が国の排他的経済水域及び大陸棚の外縁

を変更する必要があるのだろうか。

 国際法理論上、上述の通り、領水は主物たる領土

の従物に過ぎず、領土なくして領水が独立して存在

することはあり得ない。況や、領水でさえなく、沿

岸国が一定の主権的権利を有するに過ぎない排他的

経済水域や大陸棚が、領土なくして独立して存在し

得ないことは理論上明らかである。しかし、同時に、

国連海洋法条約における手続上、排他的経済水域や

大陸棚の外側の限界線については、それらを表示し

た海図又は地理学的経緯度の表の写しを国連事務総

長宛に寄託することとされていることから（第 75
条・第84条）、一旦、当該海図又は地理学的経緯度

の表の写しが国連事務総長宛に寄託されれば、沿岸

国によって新たな海図又は地理学的経緯度の表の写

しが寄託されない限り、既に現実として主物たる領

土が減少あるいは消滅していたとしても、条約上は、

従前の海図又は地理学的経緯度の表の写しに記載さ

れた限界線が、沿岸国の排他的経済水域や大陸棚の

外側の限界線として存在し続ける 13。また、このよ

うな場合の沿岸国による基線や領海限界線について

の海図等の公式な変更の必要性については既に指摘

されているが、同時に、当該措置を執る積極的義務

が国連海洋法条約に明記されていないことも併せて

指摘されている 14

 この点、陸地が減少あるいは消滅した場合、船舶

の航行安全という観点からは、「陸地が存在するとこ

ろは当該海域を避けて航行する」ことになるため、

直ちに新たな海図を作成することが必然ではないと

いう指摘もある。しかし、国際海洋法秩序を保つた

めには、沿岸国の権利は条約や慣習国際法にて認め

られた範囲で享受すべきである。従って、本稿にて

指摘したような条約上の規定の不存在等によって本

来享受すべき権利が認められないこと、あるいは、

本来享受すべきではない権利が存在し続けるといっ

た状態を避けるため、必要な範囲で新たな規則の作

成が求められるという点を指摘し、本稿の締めくく

りとする。
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